
 

県内初！ 相模原造園協同組合と 

空家等対策に関する協定を締結しました 
 

本市は、空家等対策のため、造園業の専門家団体である「相模原造園協同組合」（以下

「組合」という。）と空家等対策に関する協定を締結しました。 

今後は、空き家などの住まいの庭木の剪定・伐採、ハチの巣の駆除などに関する所有者

からの相談対応や、空家等対策に関する情報発信など、組合と連携して取り組みます。 

なお、本市の空家等対策に関する専門家団体との協定は１３例目となりますが、造園団

体との空家等対策に関する協定の締結は、県内で初の事例となります。 

 

１ 協定締結式 

  日 時：令和８年６月２日（火）午前１０時４５分から 

  場 所：相模原市役所 本庁舎本館２階 第１特別会議室 

  出席者：相模原造園協同組合 理事長  小山 重樹 氏 

          同     副理事長 髙橋 繁 氏 

    同     理事 萩原 昌也 氏 

    同     理事 小山 善弘 氏 

        同     理事 八木 秀和 氏 

相模原市長 本村 賢太郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

２ 主な連携事項 

（１）空き家などの住まいの庭木の剪定・伐採やハチの巣の駆除などに関する所有者か

らの相談対応 

（２）空家等の増加抑制、管理が適切でない空家等の解消に向けた意識啓発や、本市の

取組に関する情報発信 

令 和 ８ 年 ６月 ２ 日  

相 模 原 市 発表 資 料  

問合せ先 

住宅課 

042-769-9817（直通） 

 



☎042-773-8977

庭木の剪定などの相談窓口
住まいの庭木の手入れなどでお悩みの所有者の方へ

相談窓口 相模原造園協同組合

受付時間:平日10:00～15:00 ※水曜日を除く

造園業の専門家団体である「相模原造園協同組合」では、
空き家などの庭木の剪定・伐採、ハチの巣の撤去などに関する

所有者からのご相談を無料で受け付けています（作業費は有料）

庭木の手入れが大変なので、剪定してほしい●

（相模原市中央区清新4-10-9）

ハチの巣ができたので、駆除を依頼したい●

空き家になっている庭木を伐採したい●

お問い合わせ : 相模原市役所 住宅課
☎ 042-769-9817

造園の専門家へ気軽に相談!

造園協同組合
相談窓口HP

相模原市と相模原造園協同組合は、空家等対策に関する協定を
締結し、連携して空き家対策に取り組んでいます。

見積
無料

相模原市
公式HP


